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(57)【要約】
本発明は、腹腔鏡検査などの生体内処置の際に生体内部
位の画像を提供する装置、システム、および方法に関す
る。この装置は、身体内腔を照明することが可能であり
、装置を生体内の所望の位置に固定する固定化ユニット
を有する装置に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の生体内部位の直接的な視覚情報を提供する自律型生体内装置であって、
　同装置を所望の生体内位置に固定する把持トングを有する固定化ユニットと、
　前記生体内部位を画像化する１つ以上の画像化器と、
　前記生体内部位を照明する１つ以上の照明源と、
　前記生体内部位の画像を送信する送信器と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記固定化ユニットは、前記装置の本体外周における凹部に嵌入されている請求項２記
載の装置。
【請求項３】
　グラスパとトロカール・チューブとからなる群から選択される器具をさらに備え、前記
器具は前記装置に取り付けられている請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記生体内部位は手術部位である請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記生体内部位近傍の血圧を監視するように構成されている請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記装置を体内腔において移動させるモータを備える請求項１記載の装置。
【請求項７】
　１つ以上の生体内部位を監視するシステムであって、
　前記生体内部位を監視する生体内装置と、同装置は同装置を所望の生体内位置に固定す
る把持トングと、前記生体内部位を画像化する１つ以上の画像化器と、前記生体内部位の
画像を送信する送信器とを有することと、
　送信される画像を受信する受信器／記録器と、
　ワークステーションと、
を備えるシステム。
【請求項８】
　処理ユニットを備える請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　表示装置を備える請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　１つ以上の生体内部位を特定の期間に亘って監視する方法であって、
　１つ以上の生体内装置を体内腔に導入することと、
　前記生体内装置を前記体内腔に取り付けることと、
　前記生体内装置を操作して、前記体内腔に取り付けたままでその方向を変えることと、
　前記生体内装置の画像をワークステーションに送信することと、
を含む方法。
【請求項１１】
　下部食道接合部、潰瘍、胆管口、および肝臓からなる群から選択される生体内部位の画
像を取り込むことを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記生体内部位は手術部位である請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　経胃切開部を介して前記生体内装置を導入することを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１４】
　食道オーバチューブを介して前記生体内装置を導入することを含む請求項１０記載の方
法。
【請求項１５】
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　前記生体内装置を胃壁に縫着することを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１６】
　グラスパとトロカール・チューブとからなる群から選択される器具に前記装置を取り付
けることを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１７】
　前記生体内装置から画像の送信されるレートを、処理ユニットを使用して制御すること
を含む請求項１０記載の方法。
【請求項１８】
　複数の生体内部位の画像を同時に取り込むことを含む請求項１０記載の方法。
【請求項１９】
　胃切開部の２つ以上の側の画像を取り込むことを含む請求項１０記載の方法。
【請求項２０】
　前記生体内部位の画像を、受信器／記録器にリアルタイムで送信することを含む請求項
１０記載の方法。
【請求項２１】
　前記生体内部位の画像を、受信器／記録器に一定の時間間隔で送信することを含む請求
項１０記載の方法。
【請求項２２】
　前記生体内装置を、経皮内視鏡下胃瘻造設チューブを使用して腹腔に導入することを含
む請求項１０記載の方法。
【請求項２３】
　前記生体内装置を、内視鏡を使用して経口的に腹腔に導入することを含む請求項１０記
載の方法。
【請求項２４】
　１つ以上の生体内部位の直接的な視覚情報を提供する自律型生体内装置であって、
　同装置を所望の生体内位置に固定する三脚を有する固定化ユニットと、
　前記生体内部位を画像化する１つ以上の画像化器と、
　前記生体内部位を照明する１つ以上の照明源と、
　前記生体内部位の画像を送信する送信器と、
を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内画像化に関する。より詳細には、本発明は、生体内処置中に１つ以上
の生体内部位を監視するシステム、装置、および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　温度計、ｐＨ計、光学スキャナ、画像センサなどの生体内検出装置を用いると、身体系
に影響を与えずに監視を行なうことが可能である。手術中や手術直後、患者が臓器機能の
問題を経験する場合がある。たとえば、消化管の手術中、手術部位近傍の血圧は低下し、
蠕動は停止する。手術後、血圧は上昇し蠕動は再開するが、場合によっては手術部位から
の出血が腸内腔に流れ込むことがある。
【０００３】
　また、たとえば冠動脈疾患の治療においては、冠動脈を人工血管でバイパスすることが
必要な場合がある。これは、手術により心臓に人工血管を取り付けて、閉塞した冠動脈を
迂回することによって行われる。手術後、狭窄病変などが形成されて移植片を通る血流が
妨げられることより心臓の機能異常が発生することがある。
【０００４】
　腸内への失血を、あまり時間を置かずに検出するには、消化器系の術後監視が重要であ
る。
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　同様に、人工血管の状態を監視して、術後、狭窄病変などがさらに形成されて移植片を
通る血流を妨げることがないかを検出することが重要である。
【０００５】
　血管や血管移植片の流通特性を評価する種々のカテーテル法が知られている。しかしな
がら、脈管系にカテーテルを導入すると、血管を損傷するおそれがある。
　患者の心臓を視覚化し検査する方法として、超音波エコー画像化法が知られている。し
かし心エコー検査法では、心臓手術後に必ずしも良好な画質が得られるとは限らない。
【０００６】
　生体内の経過を監視することは、術後に限ったことではなく、重要な診断ツールの一つ
ともなる。たとえば、子宮内膜症は、通常は子宮内で生長する細胞が子宮外で生長するも
のである。子宮内膜細胞は子宮内部を覆い、毎月、月経期に排出されるのが普通である。
子宮内膜細胞は、子宮外で生長すると、そこに定着することとなる。こうした定着は、最
も一般的には、卵管内、卵管や卵巣の外側、子宮や腸の外表面、また骨盤腔表面のあらゆ
る場所で発生する。また、それほど頻繁ではないが肝臓表面や古い手術痕にも見られ、ご
く稀には肺や脳にも見られる。こうした定着は内出血を引き起こし、組織を炎症させ、ひ
いては瘢痕化や、場合によっては不妊症を引き起こす。子宮内膜症は、骨盤痛の症状や診
療所での健康診断の所見に基づいて推測することが可能であるが、こうした症状も健康診
断も、子宮内膜症でとの診断を下すには信頼に足るものではない。骨盤の検査には、たと
えば超音波を用いた画像検査などが有用であるが、それでもなお子宮内膜症の診断を正確
に下すことは不可能である。直接的な目視検査および定着部の組織生検が、正確な診断の
ためには必要である。現在のところ、子宮内膜症を正確に診断するには、標準的な腹部切
開または腹腔鏡検査による手術だけが唯一の方法である。
【０００７】
　腹腔鏡検査は、特製の検査鏡や他の手術器具を小さな切開部を介して腹部に挿入する外
科的処置である。膀胱や前立腺、小腸などの様々な外科的処置に用いられることが多く、
また卵管や骨盤腔の診断や手術にも用いられる。腹腔鏡検査では、腹膜腔や卵巣、卵管や
子宮の外側を直接視認する必要がある。典型的な処置では、外部から挿入した特殊な針を
通して、腹部などの内腔に二酸化炭素（ＣＯ２）を注入する。このガスによって、腹腔内
の臓器をまず離隔し、この処置に続いてトロカールを挿入する。トロカールとは、内径１
０～１２ｍｍの中空管であり、これを介して外科医が器具を挿入することができる。典型
的には、最初にＣＯ２ポンピングを行なって、腹腔鏡検査の際に医師が臓器を視認しやす
くする。ガスは処置の最後に除去する。
【０００８】
　典型的には、視覚化には腹腔鏡と呼ばれる３種類の器具が用いられる。最も一般的なも
のは、望遠鏡様に構成され、一連のレンズと照明源とを有する。別の種類は、複数の光フ
ァイバを使用して、光を腹部内に導入すると共に画像を取り出すものである。画像センサ
を腹腔鏡の先端に取り付け、これを、ＣＯ２を使用して形成した体内腔にトロカールを介
して挿入することで、体内腔の画像を表示する場合もある。センサ付き腹腔鏡の先端を折
り曲げ可能にして、より広い視野を確保することが可能である。
【０００９】
　腹腔鏡検査では、腹部を複数切開して各々にトロカールを配置し、そこから典型的には
様々な手術器具または治療器具（たとえばメス、グラスパ（ｇｒａｓｐｅｒ）、ステープ
ラなど）を挿入すると共に、切開部の１つを介して手術部位を視覚化することが可能であ
る。折り曲げ可能な検査鏡では、広い視野を確保できるものの、依然として視野角が限ら
れており、カメラの操作能力にも限界があるため、襞の後側や臓器の両側を見ることは不
可能である。このことは、たとえば縫合の際に一方から針を挿入して他方から取り出す処
置において、重要となる場合がある。また単一の画像化器を使用するため、特に、詳細を
見る場合にはカメラが部位を拡大しなければならず、外科医が方向を見失ってしまうとい
う欠点がある。方向を見失わないためには、細部の拡大を諦めなければならない場合もあ
る。
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【００１０】
　フレキシブル内視鏡を用いた内腔および経胃手術による胆嚢摘出、虫垂切除、肥満症の
ための胃縮小、および逆流防止処置は、非常に有望な低侵襲性手術である。現在の内視鏡
や器具では、複雑な施術には不十分である。腹膜腔内に後屈性内視鏡を支持できないため
、遠くの組織に到達することは困難であり、また、肝臓や胃、膀胱、腸などの組織や臓器
を思い切って後退させる必要がある場合にそれが難しくなる。フレシキブル器具でこうし
た組織を押したとしても、支えのない内視鏡は押しやられてしまうため、視界は良くはな
らない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、腹腔鏡検査において新たな視野角を可能にするこ
とにより、処置の有効性および安全性を向上することが可能な生体内画像化システム、装
置、および方法が提供される。
【００１２】
　本発明の実施形態では、生体内部位における環境条件に関するデータや、たとえば手術
部位などの生体内部位の画像を特定の期間に亘って取得することが可能であるため、本発
明の実施形態によれば、生体内部位の監視が可能となる。たとえば、本発明の実施形態で
は、外科手術の術後監視を行なって、術後の危険な時期における手術部位のカメラまたは
ビデオ画像を得ることが可能である。本発明のシステム、装置、および方法によれば、外
部の術者が、生体内部位で発生する変化を直接観察し、たとえば子宮内膜症が疑われる部
位を監視することが可能であるため、病気の発生を発現時に検出して速やかに治療するこ
とができる。
【００１３】
　本発明の実施形態は、遠隔操作式の固定または可動生体内検出装置であって、適当な検
出装置（たとえばｐＨ計、血液検出器、画像化装置など）を利用して生体内部位を監視可
能な装置をさらに提供する。消化器系の場合、本発明の一実施形態に係る装置は、固定ま
たは移動して消化器系内の部位を監視することが可能であり、監視期間の終了時に生体内
装置を取り出すために患者に開口部を形成しておいたり、患者を再度切開したりする必要
はない。
【００１４】
　一実施形態では、この方法は、消化器系内の部位近傍において画像化装置を一時的に固
定または移動させること、および、この部位を画像化して、この部位の画像を外部のワー
クステーションに送信することを含んでいる。
【００１５】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、１つ以上の生体内部位を監視する生体内画像化シ
ステム、装置、および方法であって、たとえば胆道操作の画像化や、従来の腹腔鏡手術を
使用しない肝生検、腹腔鏡検査では不可能な肝下組織の画像化を行なうシステム、装置、
および方法が提供される。
【００１６】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、生体内検出装置を配置する生体内画像化システム
、装置、および方法であって、たとえば生体内画像化装置を腹腔鏡検査時に腹膜腔内に配
置して、生体内部位および対象組織、たとえば胆嚢、横隔膜、および肝臓などの連続的な
無線観察を可能にするシステム、装置、および方法を提供する。
【００１７】
　本発明の幾つかの実施形態では、経腹および腹膜アタッチメント法を使用して生体内装
置を固定化または安定化すると共に遠隔操作することが可能である。
　本発明の一実施形態に係る装置は、自律型且つ可能であれば使い捨て型の画像化装置で
あることも可能である。一実施形態によれば、画像化装置は、生体内部位を照明するたと
えば１つ以上のＬＥＤなどの照明源と、生体内部位を画像化するたとえばＣＣＤやＣＭＯ
Ｓなどの画像センサと、生体内部位の画像を画像センサ上に合焦させる、たとえばレンズ
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または１組のレンズを含む光学系とを備えることが可能である。典型的には、この画像セ
ンサと、光学系と、照明源とは、画像化装置の筐体内に格納される。一実施形態によれば
、画像化器と、光学系と、照明源とは全て、装置筐体の一部をなす観察窓の後方に配置さ
れると共に、観察窓を介して生体内部位を照明および画像化することが可能である。装置
筐体内には、また、画像化器が取り込んだ画像データまたは装置が取得した他のデータを
送信する無線送信器と、装置の構成要素に電力を供給する、たとえば電池などの電源とを
備えることが可能である。
【００１８】
　幾つかの実施形態によれば、画像化装置は、画像化器と観察窓とを複数備え、典型的に
は反対方向に向けてより広い視野を画像化することが可能である。
　画像化装置から送信される画像（および他の）データは、患者の身体上または近傍に配
置した受信装置を使用して患者の身体外で受信することが可能である。次いで、このデー
タをワークステーションに転送し、ワークステーションのディスプレイに表示することで
、処置の間または後に外科医または他の専門家が観察することが可能である。幾つかの実
施形態では、受信装置とワークステーションとを単一ユニットに統合することが可能であ
る。
【００１９】
　本発明の実施形態に係る画像化装置は、糸またはワイヤに結び付けて、たとえばオーバ
チューブ、内視鏡、またはトロカールなどの器具を介して体内腔に導入し、たとえば手術
部位などの所望の部位へと操作すると共に、別のまたは同じトロカールを介して内腔に挿
入したグラスパまたは他の適当な器具を使用して当該部位へと固定することが可能である
。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、生体内画像化装置は、組織分析能力を有することが可能
である。一実施形態によれば、この装置は、たとえば複数のピクセル・アレイを典型的に
は互いに積み重ねてなるＣＭＯＳ画像化器などの画像化器を含んでも良い。この実施形態
に係る画像化器は、異なる波長を使用して病変を検出することが可能である。
【００２１】
　一実施形態によれば、複数の画像化装置を単一の処置に同時に使用して、各装置から送
信される組合せ画像または個々の画像をワークステーションのディスプレイ上に同時に表
示することにより、複数の観察箇所や必要な数の視野角を、何れも典型的には外科医らに
対して単一のスクリーンまたはスクリーン・アレイ上に表示することが可能である。さら
に、内腔の実画像を、たとえば腫瘍、管腔内出血などの病変の徴候を示す別帯域の画像を
使用して補足することが可能である。
【００２２】
　本発明の実施形態は、例として示され、添付図面の図に限定されるものではなく、同様
の参照符号は、対応する類似または同様の要素を示している。
　例示を簡単且つ明確にするため、図示の要素は、必ずしも実測するようには描かれてい
ないことは言うまでもない。たとえば、幾つかの要素の寸法は、明確化さのために他の要
素に対して強調されている場合がある。
【００２３】
　以下の記述においては、本発明の様々な態様が記述される。説明の目的上、特定の構成
および詳細を記述して、本発明の十分な理解を図るものとする。但し、当業者には明らか
であろうが、本発明は、ここに提示された特定の詳細なしに実施されることも可能である
。また、本発明が不明瞭とならないように、周知の特徴を省略または簡略化することがあ
る。
【００２４】
　本発明の実施形態は、以下に例示するように、様々な身体系における１つ以上の生体内
部位をたとえば同時に監視するために利用されることが可能である。一実施形態では、消
化管内の部位を監視するシステムであって、検出装置を画像化システムとしたシステムが



(7) JP 2009-517167 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

提供される。
【００２５】
　図１を参照する。図１には、本発明の一実施形態に係る生体内画像化システム１００の
模式図を示す。生体内画像化システム１００は、画像を取り込むたとえば画像化器４６と
、画像を画像化器上に合焦させる光学系４３と、体内腔を照明するたとえば白色ＬＥＤ（
発光ダイオード）、ＯＬＥＤ（有機ＬＥＤ）、または他の好適な照明源などの１つ以上の
照明源４２とを有する生体内画像化装置４０を備えることが可能である。本発明の一実施
形態によれば、この照明源は、観察窓４４を介して体内腔を照明し、体内腔からの光線は
、観察窓４４を介して画像化器へと送られる。本発明の一実施形態によれば、この装置は
、さらに、装置４０に電力を供給する電源４５と、アンテナ４７を有して信号を送信また
は受信する送受信装置４１とを備えている。典型的には、送信器は、たとえば受信器／記
録器１２などの外部装置に画像データを送信する。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、画像化器４６は、たとえば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐ
ｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）カメラまたは画像化器、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ
　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）カメラまたは画像化器、デジ
タルカメラ、ビデオカメラ、または他の好適な画像化器、カメラ、または画像取得要素を
含むことが可能である。幾つかの実施形態では、画像データの各フレームは、２５６行か
らなり、各行は、２５６ピクセルからなり、各ピクセルは、公知の方式による色および輝
度データを含むことが可能である。別の実施形態によれば、３２０×３２０ピクセルの画
像化器が使用されることも可能である。ピクセル・サイズは、３～１０マイクロメートル
であることが可能である。別の実施形態では、さらに高いまたは低い解像度が使用される
ことも可能である。幾つかの実施形態によれば、各ピクセルにそれぞれマイクロ・レンズ
を装着することが可能である。
【００２７】
　送受信装置４１は、電波を用いた動作が可能であるが、幾つかの実施形態では、送受信
装置４１は、たとえば有線、光ファイバ、または他の好適な方法によってデータを送信す
ることが可能である。有線または無線送信のための他の好適な方法または構成要素が使用
されることも可能である。
【００２８】
　一実施形態では、全ての構成要素を装置本体内に密封することが可能であり（本体また
は筐体を２つ以上の部品から構成することが可能である）、たとえば、画像化器４６と、
光学系４３と、照明源４２と、電源４５と、送受信装置４１と、アンテナ４７とを全て装
置本体内に密封することが可能である。
【００２９】
　本発明の幾つかの実施形態では、生体内装置４０は、画像化器４６に代えて、または画
像化器４６に加えて、１つ以上のセンサ３０、たとえば温度センサ、ｐＨセンサ、圧力セ
ンサ、血液センサなどを含むことが可能である。本発明の幾つかの実施形態では、装置４
０は、自律型装置とすることが可能である。幾つかの実施形態によれば、本装置は、円筒
形であるか、または、カプセル形状を有することが可能である。
【００３０】
　本発明の実施形態に係る装置は、本発明の実施形態に好適に用いられる画像化、受信、
処理、格納、または表示ユニットを備え、何れも本発明の共同譲受人に譲渡されると共に
参照により本開示に援用されるＩｄｄａｎらの「生体内ビデオ・カメラ・システム（ＩＮ
－ＶＩＶＯ　ＶＩＤＥＯ　ＣＡＭＥＲＡ　ＳＹＳＴＥＭ）」と題する米国特許第５６０４
５３１号、Ｉｄｄａｎらの「生体内画像化装置（ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＩＮ－ＶＩＶＯ
　ＩＭＡＧＩＮＧ）」と題する米国特許第７００９６３４号、または「体内腔の広視野画
像化システムおよび方法（Ａ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＷＩＤＥ
　ＦＩＥＬＤ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＯＦ　ＢＯＤＹ　ＬＵＭＥＮＳ）」と題する米国特許出
願第１０／０４６５４１号に記載の実施形態と同様であることが可能である。
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【００３１】
　生体内画像化装置４０は、本発明の幾つかの実施形態によれば、たとえば生体内画像デ
ータまたは他のデータなどの情報を、装置４０の送信距離の範囲内に配置または設置され
た受信器／記録器１２に送信することが可能である。受信器／記録器１２は、アンテナま
たはアンテナ・アレイ１５と、データ格納部またはメモリ１６とを備えることが可能であ
る。受信器／記録器１２は、他の好適な構成としても良いことは言うまでもなく、アンテ
ナまたはアンテナ・アレイを含まないことも可能である。本発明の幾つかの実施形態では
、データ受信器／記録器１２は、たとえば、処理電源、画像データを表示するＬＣＤディ
スプレイまたはその両方を備えることが可能である。別の実施形態では、受信器／記録器
１２は、ワークステーション１４と一体部分である。
【００３２】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、受信器／記録器１２は、たとえば受信データをワ
ークステーションやパーソナル・コンピュータなどのコンピュータ装置１４に送信しても
良く、その場合、生体内画像データをさらに分析し、格納し、あるいはユーザに対して表
示することが可能である。画像データは、実質的にリアルタイムで表示するのが一般的で
ある。幾つかの実施形態によれば、画像データの初期処理を画像化装置自身の内部または
受信装置内で行なうことにより、リアルタイム閲覧を可能にすることが可能である。別の
実施形態によれば、データを受信器／記録器１２に格納した後で、コンピュータ装置１４
にダウンロードして、専門家によるオフライン閲覧に供する。コンピュータ装置１４は、
典型的にはパーソナル・コンピュータまたはワークステーションであることが可能であり
、処理ユニット１３や、たとえば記憶装置１９などのメモリ、ディスク・ドライブ、表示
装置１８、および入出力装置などの標準的な構成要素を備えることが可能であるが、別の
構成とすることも可能である。表示装置１８は、従来のビデオ・ディスプレイでも良いが
、画像、画像ストリーム、または他のデータを出力可能な他の装置であることも可能であ
る。本発明の一実施形態に係る方法を実施する命令またはソフトウェアは、コンピュータ
装置１４の一部に含めても良く、たとえば記憶装置１９に格納することが可能である。幾
つかの実施形態では、受信器／記録器１２は、アンテナ１５またはアンテナ１５に取り付
けた装置に接続可能な、たとえばＵＳＢ、ブルートゥース（登録商標）、無線周波数、ま
たは赤外線通信などのリンク装置２１を備えることが可能である。
【００３３】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、メモリ１６は、受信器／記録器１２に固定されて
いても取り外し可能であることも可能である。幾つかの実施形態では、メモリ１６は、約
１０ギガバイトの記憶容量を有することが可能である。
【００３４】
　一実施形態によれば、複数の画像化装置を同時に用いることが可能である。本発明の一
実施形態によれば、画像化装置からのデータ送信に、装置毎に異なる識別信号が使用され
ることも可能である。これにより、複数の装置から受信したデータを、受信装置またはワ
ークステーションで多重化することが可能である。その結果、同時画像をコンピュータ装
置のディスプレイ１８上に実質的に同時に表示することが可能である。別の実施形態によ
れば、各装置から送信される画像データにタイム・スタンプを含めることにより、同時画
像の照合や表示を可能にすることもできる。一実施形態によれば、複数の同時画像フレー
ムからレンダリングした単一画像を表示することが可能である。
【００３５】
　図２Ａには、生体内装置、たとえば生体内画像化装置４０を、口２２１、食道２２２、
および胃２２３を含む人体２００との関連で示す。図２Ａに示した一実施形態に係る装置
１０は、略カプセル形状であり、嚥下が容易であると共に、受動的に全消化管を通過させ
、たとえば自然な蠕動運動によって押し進めることが可能である。ちなみに、装置４０は
、球形、卵形、円筒形、または他の好適な形状など、体内腔または体腔に挿入して通過さ
せるのに適した任意の形状およびサイズであることが可能である。さらに、装置４０、ま
たは装置４０の少なくとも幾つかの構成要素を含んでなる様々な実施形態は、体内腔およ
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び体腔に挿入する器具、たとえば内視鏡、腹腔鏡、針、カテーテル、またはオーバチュー
ブなどに取り付けたり、結び付けたり、または貼り付けたりすることが可能である。
【００３６】
　画像化システム１００は、生体内部位（すなわち、手術部位）の直接的な視覚情報を提
供することにより、視覚的に検出可能な部位の変化、たとえば出血や腫脹などを、外部の
術者が視認できるようにすることが可能である。生体内装置４０は、さらにプロセッサ／
コントローラと通信を行なって、自身の検出したデータを分析すると共に、可能であれば
検出装置を制御することが可能である。本発明の幾つかの実施形態によれば、手術部位の
画像をプロセッサに送信して、血液の存在や、可能であれば濃度を（たとえば特定の色の
変化を検出することにより）分析することが可能である。次いで、画像を受信器／記録器
１２で受信して、プロセッサにより生成された手術部位の出血に関する追加情報を含めて
、外部の術者が閲覧することが可能である。本システムは、さらに、外部の術者に警報を
発する手段を備えることが可能である。外部の術者に警報を発する手段は、プロセッサと
通信を行なう。これにより、プロセッサが血液の存在を検出した場合、たとえば閃光灯ま
たはアラームなどの信号を作動させて外部術者に対して警報を発することが可能である。
【００３７】
　たとえば、手術直後に、装置４０などの生体内装置を胃２２３などの体内腔に導入して
、１つ以上の生体内部位、たとえば部位２１５および２２５などを監視することが可能で
ある。部位２１５は、胃上部の出血性手術部位であることが可能であり、部位２２５は、
たとえば出血性手術部位からの血液が蓄積した胃下部の部位であることが可能である。
【００３８】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、装置４０は、１つ以上のリング、たとえばリング
２１３などを外周に有することが可能である。リング２１３は、装置本体外周の凹部に嵌
入することにより、装置４０の外周から突出しないようにすると共に、装置が消化管を通
過する妨げとならないようにすることが可能である。リング２１３を使用して、装置４０
を生体内の所望の位置、たとえば消化管の手術部位近傍に縫着することが可能である。消
化管の外科手術に続いて、外科医が装置４０を手術部位の近傍位置に、観察窓（たとえば
、観察窓４４）を手術部位に向けて配置することが可能である。外科医は、次に、リング
２１３と当該位置の組織とに縫合糸を通して縫着することにより、カプセルをその場所に
固定する。これにより装置４０は、装置４０の両側で組織に固定されることになる。本発
明では、とりわけ筐体の形状や生体内部位の構造によっては、１つ以上のリングが使用さ
れることも可能であることは言うまでもない。
【００３９】
　生体内装置４０は、手術部位を所望のレートで画像化するようにプログラムしておくこ
とが可能である。随意に、画像の取得レートは、外部の術者によって、または、上述のよ
うに処理／制御ユニットによって、のいずれかによって制御されることができ、ここでは
、血液が検出された場合に、たとえば画像取得レートを増加させる。
【００４０】
　幾つかの実施形態によれば、装置４０は、１つ以上の画像化器、たとえば２つの画像化
器を備え、１つ以上の生体部位、たとえば部位２１５および２２５などの画像を同時に取
り込むことが可能であり、また、たとえば部位２１５および２２５などの手術部位の画像
を受信器／記録器１２にリアルタイムで、または一定の時間間隔で送信することが可能で
ある。本発明の実施形態によれば、生体内装置４０は、生体内部位の近傍に固定すること
が可能である。たとえば、装置４０を胃組織などの取付箇所２１０に取り付け、たとえば
消化管手術の際に、手術部位近傍の血圧値を監視または測定することが可能である。
【００４１】
　図２Ｂには、生体内装置、たとえば生体内画像化装置４０を、胃２２３、肝臓２２４、
および胆嚢２２６を含む患者の腹腔２２０との関連で示す。装置４０は、たとえば経皮内
視鏡下胃瘻造設（ＰＥＧ：Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　Ｇａｓｔ
ｒｏｓｔｏｍｙ）チューブを使用して腹壁２３１を介して、または、たとえば内視鏡を使
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用して口を介して体内腔（たとえば腹腔）内に導入することが可能であり、たとえば胃組
織の開口部２４０に配置することが可能である。たとえば装置４０は、装置の対向する両
端に画像化器を有しても良く、経胃切開部を貫通させて、たとえば縫合操作中に、胃切開
部の両側を同時に観察することが可能である。また、画像化装置を開口部２４０に配置す
ることにより、たとえば肝臓２２４や胆嚢２２６など、腹腔内の臓器の画像化が可能にな
るため、たとえば胆道操作の画像化や、従来の腹腔鏡手術画像を使用しない肝生検、腹腔
鏡検査では不可能な肝下組織の画像化が可能である。
【００４２】
　幾つかの実施形態によれば、生体内装置を、生体内処置の際に監視器具として使用して
、たとえば手術中の生体内部位を照明または画像化することが可能である。装置４０など
の生体内装置は、たとえば内視鏡、ＰＥＧチューブ、またはトロカールなどの器具を介し
て腹腔内に挿入することが可能である。手術前または手術中に、外部から挿入した特殊な
針を介して、二酸化炭素（ＣＯ２）を腹部または他の内腔に注入することが可能である。
この隙間により、まず体腔内の臓器が離隔される。この処置に続いて、トロカールを挿入
する。トロカールは、内径１０～１２ｍｍの中空管であり、これを介して外科医は器具と
挿入することができる。典型的には、最初にＣＯ２ポンピングを行なって、腹腔鏡検査の
際、医師が臓器を視認し易くする。ガスは処置の最後に除去する。
【００４３】
　図２Ｃに示すように、本発明の幾つかの実施形態では、装置４０などの自律型画像化装
置内に格納するかまたは取り付けた固定化ユニット２８２を備えることが可能である。固
定化ユニット２３２の一実施形態は、一対の把持トングまたはアーム２８２ａ，２８２ｂ
を備えることが可能である。把持アーム２８２ａ，２８２ｂは、多種多様な生体親和性材
料、たとえばステンレス鋼や、硬質ポリマーなどの硬質プラスチックから形成することが
可能である。この実施形態に例示のアームは、三日月形状であるが、本発明の目的上、ア
ームまたは把持トングは種々の形態とすることが可能である。こうした固定化ユニットの
一実施形態を使用して、装置を体内腔の所望の場所に固定することが可能である。他の実
施形態によれば、自律型画像化装置は、たとえばグラスパなどの装置に取り付けまたは嵌
着することが可能である。次に、グラスパをメスまたは鋏などの器具に取り付けることに
より、形成中の切り口をクローズ・アップで観察することが可能である。さらなる実施形
態によれば、画像化装置を、トロカール・チューブの外側にトロカール開口部を塞がない
ように取り付けることで、術者がこのトロカールを介して挿入し操作する器具を観察する
ことが可能である。他の実施形態によれば、自律型画像化装置は、たとえばグラスパなど
の装置に取り付けまたは嵌着することが可能である。次に、グラスパをメスまたは鋏など
の器具に取り付けることにより、形成中の切り口をクローズ・アップで観察することが可
能である。
【００４４】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、図３Ａに示すように、装置４０などの生体内装置
を、たとえば虫垂切除手術の際に腹腔内に挿入することで、たとえば部位３２５などの手
術部位を監視すると共に、外科医がたとえばオーバチューブ３０５内の内視鏡下手術器具
を操作して虫垂炎を起こしている体内腔部分３２０を容易に切除できるように支援するこ
とが可能である。装置４０は、オーバチューブ３０５の一端に取り付けて、オーバチュー
ブ３０５の全内径を内視鏡下手術器具の通路として使用可能とすることが可能である。幾
つかの実施形態によれば、たとえばニードル・メスで切開した胃壁を通して、開口３１０
などの開口部を介して装置４０を腹腔内の手術部位に導入することが可能である。
【００４５】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、図３Ｂに示すように、１つ以上の生体内装置、た
とえば装置４０’および４０’’などを使用して、たとえば胃の大きさを縮小したり小腸
を短縮したりして身体による食物の消化吸収の仕方を変える肥満症手術の際に、生体内部
位を監視することが可能である。手術前または手術中、体外から挿入した針３５０などの
特殊な針を介して、二酸化炭素（ＣＯ２）を腹部または他の内腔に注入する。第１生体内
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装置、たとえば装置４０’を、たとえば内視鏡またはオーバチューブ３０５などのオーバ
チューブを使用して口を介して体腔内に導入し、たとえば局部Ａに取り付けることが可能
である。生体内装置４０’を使用して、オーバチューブ手術器具の１つを監視しつつ、胃
に開口３６５を形成することが可能である。第１画像化装置４０’または第２生体内装置
４０’’を、オーバチューブ３０５または他の器具を使用して腹腔内に挿入し、第２生体
内部位を監視することが可能である。たとえば、第２生体内装置４０’’を使用して、腹
腔を監視すると共に、外科医が小腸の一部分、たとえば部分３７０（たとえば小腸の２５
ｃｍ分）を引っ張り、部分３７０を、開口３６５を介して胃の中に挿入するのを支援する
ことが可能である。幾つかの実施形態では、装置４０’’を、たとえば三脚３７２などの
三脚に取り付けることが可能であり、三脚３７２は、装置を体内腔の所望の場所に固定す
るのに用いられる固定化ユニット（たとえば三脚の３本の脚）を有することが可能である
。幾つかの実施形態では、三脚３７２は、体内腔部位、たとえば胃壁や腹壁を押し動かし
て、腹腔鏡検査の際に医師が臓器を視認し易くする機構を含んでも良い。この機構（図示
略）は、身体部位を押し動かすアームをさらに有することが可能である。
【００４６】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、たとえば図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３Ａ、および
図３Ｂに示す装置４０などの生体内装置は、体内腔、たとえば腹腔または胃の内部におい
て傾斜、回転、または上下などに動作させることにより、特定の対象の画像を複数取り込
むことが可能である。たとえば、図４Ａに示すように、装置４０を、ワイヤまたは糸、た
とえばワイヤ４１０などの第１端４１０’に結び付けると共に、たとえばＰＥＧチューブ
４３０などの器具を介して腹腔内へ挿入することが可能である。医師は、糸の第２端４１
０’’を体外で回したり、引いたり、押したりすることによって、腹腔内での装置４０の
動きを手動で制御することが可能である。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態によれば、ＰＥＧチューブ４３０を使用して、たとえば胃ま
たは腸を膨らませることが可能である。装置４０を、ワイヤ４１０にたとえば結び付ける
などして取り付けて、たとえば口を介して体内に挿入することが可能である。装置４０を
、たとえば小腸を上り下りするように上下動させても良い。これにより、装置４０を特定
の手術（たとえば、生検や凝血、さらには胆管カニュレーションや膀管カニュレーション
）の位置に静止させることが可能となる。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、たとえばモータ４２０などのモータを体外で端４１０’’に接
続して、装置４０を体内で移動させることにより、たとえば装置４０の視野方向を変更す
ることが可能である。外科医が手術中に装置４０を体内腔で移動させて、従来の内視鏡で
は不可能であった体内腔の接近し難い対象の視野を向上することが可能である。幾つかの
実施形態では、電線４１０などのワイヤを使用して、画像、エネルギまたはその両方を生
体内画像化装置と送受信することが可能である。
【００４９】
　本発明の別の実施形態によれば、図４Ｂに示すように、装置４０は、身体４００の外か
ら無線で制御することが可能である。たとえば、装置４０は、遠隔制御装置４６０を使用
して高周波、音波、赤外波、または超音波により無線制御が可能なモータ４５０またはサ
ーボを備えることが可能である。遠隔操作装置は、たとえば、装置を上下左右に動かす第
１ジョイスティック４６５と、装置を体内で回転させる第２ジョイスティック４６８とを
備えることが可能である。
【００５０】
　本発明の別の実施形態によれば、図４Ｃに示すように、装置４０は、形状記憶材料を含
む装置４８０に取り付けることが可能である。当業界において公知の形状記憶材料は、音
波または温度変化に応じ、一般には材料の遷移温度を超えるまたは下回る温度に対応して
、たとえば導電ワイヤに電流を流すことで生成される熱に対応して形状を変化させること
ができる。この形状記憶材料は、公知の好適な形状記憶合金または形状記憶ポリマーの何
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れであっても良く、本発明の一実施形態によれば、装置４８０に組み込むことで、装置４
０をたとえば腹腔内で偏向させることが可能である。たとえば種々の実施形態では、装置
４８０のほぼ全体か、装置の何れかの部分（たとえば部分４８０’）か、または装置に沿
った小片を形状記憶材料で形成する。形状記憶材料は、温度変化や音波に応じて様々な形
状に曲げることが可能である。これにより、温度の異なる種々の自然または人工の生体内
環境を使用して生体内センサを様々な方向へと偏向させることで柔軟性を持たせると共に
、一実施形態によれば、たとえば肥満症手術などの処置の際に、装置４０の体内腔におけ
る視野角を広くすることが可能である。
【００５１】
　図５は、たとえば手術部位などの生体内部位において特定の期間に亘ってデータを取得
することにより生体内部位の監視を可能にする、本発明の幾つかの実施形態に係る方法の
模式的フローチャートである。工程５１０においては、１つ以上の生体内装置、たとえば
装置４０を体内腔に挿入することが可能である。たとえば、生体内装置４０は、経胃切開
部を貫通させることが可能であり、また、食道オーバチューブを完全に通過させて、オー
バチューブの全内径を内視鏡下手術器具の通路として使用可能にすることも可能である。
工程５２０においては、生体内装置を体内腔内で操作することが可能である。たとえば、
生体内装置を体内腔壁に取り付けて、壁面に固定したままで方向を変えるように操作する
ことが可能である。幾つかの実施形態では、生体内装置を体内腔において操作して、たと
えば上下動、回転、または傾斜させることにより、１つ以上の特定の生体内部位、たとえ
ば出血箇所や手術部位を監視することが可能である。たとえば、一実施形態によれば、生
体内装置４０を胃壁に糸を使用して縫着または保持することが可能である。別の実施形態
では、装置４０は、モータまたはサーボを備えることが可能であり、無線制御によって体
内腔を移動させることも可能である。工程５３０において、生体内装置４０は、特定の対
象の画像を取り込むことが可能である。たとえば、生体内装置４０は、縫合操作中の胃切
開部の両側や、下部食道接合部、潰瘍、および胆管口の画像を同時に取り込んでも良い。
工程５４０においては、画像をワークステーションに送信して、たとえば分析および閲覧
することが可能である。
【００５２】
　本発明は、特に図示および説明した上述の内容に限定されるものではないことは、当業
者には明らかであろう。他の実施形態もまた、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態に係る生体内画像化システムの模式図。
【図２Ａ】本発明の実施形態に係る、固定化ユニットを有する生体内画像化装置の模式図
。
【図２Ｂ】本発明の実施形態に係る生体内装置を消化器系との関連で示す図。
【図２Ｃ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図３Ａ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図３Ｂ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図４Ａ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図４Ｂ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図４Ｃ】本発明の幾つかの実施形態により動作可能な画像化装置の模式図。
【図５】本発明の一実施形態に係る体内腔を画像化する方法の模式的フローチャート。
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